
町からのお知らせ

●�支給要件：次のいずれかの児童（18歳になった年度
末まで。障がい児は20歳未満）を養育している方

①父と母が離婚した児童
②父または母が死亡した児童
③父または母が一定程度の障がいの状態にある児童
④父または母の生死が明らかでない児童
⑤父または母から１年以上遺棄されている児童
⑥父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
⑦父または母が法令により１年以上拘禁されている児童
⑧婚姻によらないで生まれた児童
⑨棄児などで父母がいるかいないか不明な児童
※�父または母が事実上の婚姻関係にある（③を除く）
場合は受給不可

※�公的年金を受給している方も年金の種類や額により
受給できる場合があります。

※�児童が児童福祉施設などに入所している場合は受給
できないことがあります。

●手当額（月額）：
全部支給 一部支給

本体額 45,500円 45,490円～10,740円
第２子加算額 10,750円 10,740円～5,380円
第３子以降
加算額 6,450円 6,440円～3,230円

●所得限度額：

扶養人数
請求者 養育者、配偶者、

扶養義務者全部支給 一部支給
０人 49万円 192万円 236万円
１人 87万円 230万円 274万円
２人 125万円 268万円 312万円

以下、扶養人数が１人増すごとに38万円を加算
※�受給資格者の方には、毎年８月に現況届を送付しま
すので提出期限内に手続してください。

※申請方法など、詳細は問合せください。

児童扶養手当制度

■問合せ：子育て応援課子育て支援係 0234-42-0195

なないろカフェ

　毎日の子育ては楽しいことばかりではありません。
今心配なこと、将来の不安など、何でも聞いてみませ
んか？
●日時：①6/22㈯、②7/6㈯�10:00～11:30
●場所：役場B棟
●�対象：町内にお住まいの満２歳から小学校２年生位
までのお子さんの保護者の方で、お子さんの発達面
で育てにくさや心配がある方

●定員：15人
●内容：知ってお得な子育て情報「かんしゃく」
　　　　①講話＆アドバイス
　　　　②具体的な対応の仕方、個別相談
●講師・アドバイザー：作業療法士　樋渡夢子氏
●参加費：50円（茶菓代）
●申込期限：①6/14㈮、②6/28㈮

■問・申込み：町福祉総合相談センター（障害者相談支援センター） 0234-42-2232
　　　　　　　子育て応援課児童発達支援係 0234-42-0158

身体障がい者巡回相談

　手足の不自由な方、耳の聞こえにくい方で、身体障
害者手帳の交付・程度変更、補装具の交付を希望され
る方のご相談に応じます。
●日時：①6/11㈫�13:00～15:30
　　　　②7/3㈬��13:00～15:30（肢体）　　　　

14:00～15:30（聴覚）

●場所：①酒田市身体障害者福祉センター
　　　　②鶴岡市総合保健福祉センター「にこふる」
●対象：18歳以上
●�診療科目：肢体・聴覚（骨格構造義肢・電動車いす
の交付に関する判定は除く）
●�持ち物：本人確認書類、（現在お持ちの方）身体障
害者手帳、使用中の補装具

■問・申込み：保健福祉課福祉係 0234-42-0146

　町内にある福祉サービス事業所がお菓子、お花、お野菜などを販売します。ぜひお越しください。
●日時：6/5㈬�11:30～13:30
●場所：役場Ａ棟
●�出店事業所：ひまわり園、TeToTeo（テトテヲ）、yao8（やおや）

庄内町SUN☀SUNバザー

■問合せ：保健福祉課福祉係 0234-43-0818

　奨学金の貸与を受ける学生のみなさんが、卒業後に
県内に定住・就業した場合に、奨学金の返還を支援し
ます。
●募集枠：やまがた若者定着枠
●定員：３人
●�対象奨学金：日本学生支援機構第一種、第二種奨学
金、町育英資金

●申請期限：6/28㈮
●�支援額：２万６千円×令和６年４月以降に奨学金の
貸与を受ける月数
（例）４年制大学の場合の支援額　最大124万８千円
※詳しくは町HPをご覧ください。

やまがた就職促進奨学金返還支援事業

■問合せ：企画情報課移住定住係 0234-42-0228

　南町住宅分譲地の売却価格を減額改定しました。
※�住宅団地の購入希望者を紹介し、契約に至った場合、紹介した
方に対して紹介手数料をお支払いできます。（諸条件あり）

清川字上川地内
①411.73㎡の土地　1,774,556円
②411.54㎡の土地　1,773,737円

庄内町土地開発公社　南町住宅分譲地土地価格減額改定について

■問合せ：町土地開発公社（企画情報課移住定住係内） 0234-42-0228
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